
　※応募の詳細につきましては、各財団webページにてご確認ください

奨学金団体名
★財団

webページ ①対象課程 ①対象研究科
対象
学年 金額 期間 併給 ③推薦書と厳封用封筒

1
（公益財団法人）

花王芸術・科学財団
「花王女性研究者育成奨学金」

webページ 博士課程
対象分野有

※募集要項を確認
D1 年額 400,000円 最短修業年限 可

財団
直接応募

web提出
2026年6月19日

16：00まで

推薦書：財団よりダウンロード
指導教授

厳封用封筒を各キャンパスの奨学金
窓口にて配布

2
（一般財団法人）

大森昌三記念財団
webページ

修士課程
博士課程

※確認項目あり

対象分野有
※募集要項を確認

指定なし ※応募資格に年
齢 制限あり

月額 30,000円 最短修業年数期間 可 大学 2026年6月5日

推薦書：大学様式配布
学長・研究科、専攻長・指導教員

推薦書と厳封用封筒を各キャンパス
の奨学金窓口にて配布

3
（公益財団法人）
交通遺児育英会

webページ 指定なし 研究科指定なし 指定なし
（貸与月額） 50,000円 ～

100,000円
※うち20,000円は給付

最短修業年限まで 可 大学 2026年10月31日

推薦書：財団よりダウンロード

厳封用封筒を各キャンパスの奨学金
窓口にて配布

4
公益財団法人

朝日ウッドテック財団
webページ 修士課程

※確認項目あり

理工学研究科

※3名以上の場合は
学内選考あり

1 月額 50,000円 2年間 可 大学 2026年6月16日

推薦書：大学様式配布
学長・指導教員

推薦書と厳封用封筒を各キャンパスの奨学金
窓口にて配布

5
NEW

（一般社団法人）
ジェイリース奨学基金

webページ 修士課程
博士課程

研究科指定なし 指定なし 月額 50,000円 1年間
行政や役所、JASSO（日
本学生支援機構）等以外
の奨学金との併給は不可

財団
直接応募

2026年9月18日
 ※消印有効

推薦書：財団よりダウンロード

厳封用封筒を各キャンパスの奨学金
窓口にて配布

※土・日・祝日・一斉休業期間中（8月11日～20日および12月26日～1月6日）は対応しておりません。

　募集要項をよくご確認ください。

　【大学】……………奨学支援グループ窓口にご提出ください。（提出書類は返却不可となります。期日を過ぎての受付はいたしません。）
　　　　　　　　　　期日は大学提出期日を設定しておりますので、財団締切日とは異なります。ご注意ください。
　　　　　　　　　　大学推薦制以外の財団についても、推薦者の決定は学内において選考をする場合があります。
　
　【財団直接応募】…直接財団へご提出ください。（質問等は、直接財団へお問い合わせください。）

　≪推 薦 書≫
　 【財団様式】…財団ｗｅｂページよりダウンロードしてください。
 　【大 学】…奨学金窓口で大学様式をお渡ししますのでご相談ください。

　≪厳封用封筒≫
　　各キャンパス窓口にて配布いたします。

　　推薦書作成については、指導教員に依頼してください。
　　（募集要項等制度が分かるものと、厳封用封筒をもって指導教員へお願いしてください）
　

　①対象課程・対象研究科について

　②出願書類
　　提出先/期日について

　③推薦書と厳封用封筒について

　各民間奨学財団・地方自治体等（以下「財団」という。）のｗｅｂページよりダウンロードし各自入手してください。
　★財団ｗｅｂページに「窓口配布」と記載がある財団の申請書類のみ窓口にてお渡しします。
　
　※昨年度に掲載されていた内容でも、今年度は掲載がない場合や、掲載期間が異なる場合があります。
    あらかじめご理解のほどよろしくお願いいたします。

　奨学金団体名に≪大学推薦制≫と記載のあるものについては、大学内で選考が行われ、推薦者を決定。その後、財団で最終選考が行われます。
　（提出書類は返却不可となります。期日を過ぎての受付はいたしません。）

【大 学 院 生】
　　　　　　　　民間奨学財団・地方自治体等
　　　　　　　　　　奨学生募集について

　≪大学推薦制≫について

　以下のとおり奨学生を募集します。
　出願希望者は募集要項・願書等を入手し、併給の可否や応募資格等確認したうえで、出願書類の提出を期限までに行ってください。

　願書について

2026年6月2日
関西大学奨学支援グループ

②出願書類
提出先/
期日

　※注意事項

　
・「他の財団との併給が不可」である財団から奨学金を受給（出願・選考中、採用決定含む。）している方は、財団への出願はできません。
・「他の財団との併給が可」である財団から奨学金を受給（出願・選考中、採用決定含む。）している方は、「他の財団との併給が不可」
　　である財団への出願はできません。
・「他の財団との併給が不可」となっている財団に出願する場合、他の財団に重複して出願することはできません。
・財団の出願後に合理的な理由（財団が認める理由）がない限り、辞退することは認められません。
　
　※出願後、他の財団に出願するための辞退は合理的な理由に該当いたしません。

https://www.kao-foundation.or.jp/scholarship/crescent-award/
https://www.woodtec-foundation.or.jp/scholarship-program/
https://www.nh-shogakukikin.jp/
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